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はじめに

筆者は、「現代消費者法」 36号（平成29年9月

号）に、二つの過払金返還請求事件一一＠名古屋

高金沢支判平27・11・25と＠最一小判平29・7・

24ーーに関する判例評釈を寄稿したが（以下、「前

稿」「＠事件J「＠事件」という）（注 1）、誌面

の制約上、両判決の位置づけを理解するために作

成した過去の裁判例の一覧表を掲載することがで

きなかった。

そこで、本連載では、この一覧表を用いて、従

来の裁判例の流れの中における、両事件判決の位

置づけ・評価に関して、あたらめて考察を試みる

ことにしたい。なお、参照した裁判例が大量であ

るため、〈表 1）については、①平成25年以前と

②平成26年以降の二つに分けて、本号と次号（110

号）に分割掲載し、〈表 2）については、次々号

(111号）の掲載に送ることとする。一覧性に欠

ける結果となり、読者諸賢にはご不便をおかけす

るが、何卒お許しいただきたい（注2）。

(1) 0事件・＠事件の概要

＠事件・＠事件は、いずれも平成26年の同時期

に富山地方裁判所に提起され（＠事件第 1審の事

件番号は平26（ワ）246、＠事件第 1審の事件番号は

一つ手前の平26（ワ）245）、被告貸金業者は別会社

であるが、原告債務者は同一人物、原告を代理し

て和解契約を締結した司法書士も同一人物、原告

訴訟代理人として訴訟を提起し、司法書士の行っ

た和解契約の弁護士法72条違反無効を主張した弁

鳴恥h

護士も同一人物であることを、前稿執筆後に知っ

た。

しかのみならず、＠事件並びに＠事件の第 l審

判断を覆し、上記原告側の主張を認めて過払金返

還請求を認容した名古屋高等裁判所金沢支部の裁

判長裁判官も同一人物であったが、こうした事件

関与者らの個人的な属性や関係性を論ずることは、

本稿の目的とするところではない。ここでは、両

事案が同じ債務者に対して同じ司法書士が行った

一連の債務整理事件であり、また、和解契約の効

力否定の主張も、これに対する控訴審の判断も、

同じ弁護士・同じ裁判官によって行われたことに

ついて、注意喚起するにとどめる。

(A）従来の判例・学説の立場

両事案に立ち入る前に、まず、弁護士法72条違

反の行為の私法上の効力に関する従来の判例・学

説の立場を確認しておく。

本人Xと相手方Yとの間の法律事件に関して、

非弁護士Zが、弁護土法72条に違反して（a)xから

依頼を受け、（b)Xを代理してYとの間の法律事務

を取り扱った場合、（a)XZ聞で締結された委任契

約は有効か（以下、「内部関係」の問題という）。

(b)ZがXを代理して行った XY聞の契約は有効か

（以下、「外部関係」の問題という）。

(a) 内部関係（委任契約の効力）

まず、 xz聞の委任契約に関して、最一小判昭

38・6・13民集17巻5号744頁は「民法90条に照

しその効力を生ずるに由なきもの」としていた

（公序良俗違反無効説）。

Citizen & Law No.109 / 2018.2 ] 



市民と法

(b）外部関係（代理行為の効力）

一方、非弁護士Zが本人文を代理して相手方Y

との間で、行った行為（外部関係）のうち、①訴訟

行為の効力に関しては、刑事訴訟はもちろん、民

事訴訟に関しでも、判例は、弁護士法72条が公益

規定であることから直ちに無効の結論を導く立場

（公益規定違反無効説）をとっている（注3）。

だが、これに対して、 ZがXを代理して行った

②私法行為の効力に関して判示した最高裁判例は、

これまで存在していなかった（注4）。＠事件・

＠事件では、この点が争点となったものである。

(B) 0事件・＠事件の裁判所の判断

＠事件・＠事件のそれぞれの裁判所の判断を整

理すれば、以下のようになる。

(a) 0事件第 1審判決

＠事件第 l審判決（富山地判平27・7・ 30判時

2310号93頁）は、認定司法書士Zに対する弁護士

法72条違反の委任契約およびこれに伴う代理権授

与は無効であるとしつつ（XZ聞の内部関係につ

き無効説）、 ZがXを代理して行った和解契約の

効力に関しては、和解契約の内容が「公序良俗違

反の性質を帯びるに至るような特段の事情のある

場合は別として、……直ちに無効であるとするこ

とはできなしづとした（XY間のタト部関係につき

原則有効説）。ただ、この点に関して、同判決は、

「本件司法書士による本件和解契約の締結は、そ

の内容が公序良俗違反の性質を帯びるに至るよう

な特段の事情のある場合には当たらず、したがっ

て、 Xにおいて本件和解契約の無効を主張するこ

とは信義則に反し許されないと認めるのが相当で

ある」という微妙な言い回しをしている。

(b) 0事件控訴審判決

これに対して、＠事件控訴審判決（前掲・名古

尾高金沢支判平27・11・25）は、「本件和解契約

は弁護士法72条本文に違反した委任契約に基づい

て締結されたという点で無効の暇庇を帯びるもの

であり、かつ、同条は公益規定であるから、その

事由によって当然に本件和解契約が公序良俗に反

するなどとはいえないとしても（本件和解契約が

公序良俗に反すると認めうる事情はない。）、そ

の無効主張が信義則違反とされて封じられること
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は、それがやむを得ないと認められる特段の事情

がある場合に限られるというべきであるJとした

うえ、「Xが本件和解契約の無効を主張すること

が、信義則に反し詳されないと解することはでき

ない」と結論づけた。弁護士法72条が公益規定で

あることを根拠に、 xz間の委任契約（内部関

係）、 ZがXを代理して行った XY聞の和解契約

（外部関係）の両者とも、公序良俗に反していな

くても無効になるとし（公益規定違反無効説〉、

しかも、この無効を主張することは信義則に反し

ないとする立場である。

(c) f)事件第 1審判決

＠事件第 1審判決（富山地判平27・12・25金商

1523号16頁）の裁判官は、上記（a;o事件第l審の

裁判官と別人であるが、 1カ月前に出た＠事件控

訴審判決を意識したであろう。同判決は、本人（第

l審判決後に破産手続開始決定を受け、控訴審よ

り破産管財人が訴訟承継していることから、以下、

本人をA、破産管財人をXと表記する）と認定司

法書士Zとの聞の委任契約締結の事実を認定しつ

つ、しかし「本件和解契約はA本人が、和解契約

の内容を、自分の意思で、 Zの意思を介在させず

に決定し、締結したものといえる。なお、 Zは、

Aの意思決定の後にYに対して連絡をしているが、

これはXの決定した意思を伝達したにすぎず、自

ら本件和解に係る意思決定をしたわけではないj

とした。すなわち、和解契約に関しては、本人A

が自身で締結したものであり、司法書士Zは、完

成した意思の単なる伝達機関（使者）にすぎない

と認定したのである。

(d) f)事件控訴審判決

しかし、その半年後に言い渡された＠事件控訴

審判決（名古屋高金沢支判平28・5・ 18金商1523

号15頁。先に触れたように、裁判長裁判官は上記

(b)O事件控訴審判決と同一人物である）は、本件

司法書士Zを使者と認定した第 1審判決を覆し、

Zは代理人として和解契約を締結したと認定した

うえ、「Zが代理人として本件和解契約を締結し

た行為は、公益規定である弁護士法72条本文に違

反したものというべきであり、この点に関するX

との委任契約は無効であって、本件和解契約も、

._.....j詣
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そのような委任契約に基づいて締結されたという

点において、無効で、あるというべきである」とし

た（上記（b)O事件控訴審判決と同じく、内部関

係・外部関係とも公益規定違反無効説）。

(e) 8事件最高裁判決

だが、＠事件最高裁判決（前掲・最一小判平

29・7・ 24）は、「認定司法書士が、報酬を得る

目的で業として司法書士法3条1項7号に規定す

る額である140万円を超える過払金の返還請求権

につき裁判外の和解をすることについての委任契

約を締結することは、弁護士法72条に違反するも

のであって、その委任契約は、民法90条に照らし

て無効となると解される」とし（内部関係につき

公序良俗違反無効説）、和解契約に関しては「公

序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事

情がない限り、無効とはならないと解するのが相

当である」とした（外部関係につき原則有効説）。

すなわち、最高裁判所は、＠事件および＠事件に

おける名古屋高等裁判所金沢支部の立場（上記（b)

(d）内部関係・外部関係ともに公益規定違反無効

説）を否定したのである。

(2) 事案解明に必要な視点

以上の裁判所の結論と法律構成の妥当性を判断

する際には、以下の視点（AXBXC）が必要かと思われ

る。

(A）債務整理の和解を覆す手法

まず、前稿でも指摘したように、＠事件・＠事

件は、和解の方法によっていったん決着をみた債

務整理を、和解の効力を否定することを通じて「振

り出し」に戻す手法の当否が問われた事案である。

貸金業法旧43条 l項（みなし弁済）の適用を制

限した最二小判平18・1・ 13民集60巻 l号 l頁の

結果（その後みなし弁済制度は廃止された）、み

なし弁済が存在しなかったことを前提に過払い分

につき不当利得返還請求が可能な事案は格段に増

加した。

だが、同判決以降に生じた過払いバブルは長く

は続かない。未処理の案件は次第に尽き始める。

そのため、新規事件の開拓方法として考案された

のが、過去に和解によって処理された案件につい

て、和解の効力を否定して未処理の状態にリセッ

論島臨』
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トすることで、過払金返還請求をやり直す手法で

あった。

(a）錯誤無効

しかし、〈表 1）から知られるように、債務者

の勝訴率は、必ずしも高くない。その理由は、債

務者の主張する和解の効力否定原因が、錯誤無効

の場合が多いからである。当事者が争いの対象と

し、互譲によって決定した事項については、和解

の確定効（民法696条）によって錯誤主張が封じ

られる。

(b）和解の不成立・不該当・対象外

そのため、債務者自身が貸金業者と今後の弁済

計画に関する書面を取り交わしていた事案におい

ては、①当該書面につき合意していない（和解契

約の不存在・不成立）、②当該書面は和解契約で

はない（和解契約の不該当）、③当該書面では過

払金返還請求権の放棄については合意していない

（和解契約の対象外）といった主張が、多く行わ

れる。

(c）和解の詐欺取消し等

このほか、民法96条の詐欺・強迫取消しゃ、消

費者契約法4条 1項 (1号の不実告知・ 2号の断

定的判断の提供）取消し・ 2項（不利益事実の不

告知）取消しが主張されることもあるが、しかし

ながら、これらの主張が認められた事案は、ほと

んど存在しない。

(d）和解の強行法規違反無効

また、①貸金業法・利息制限法の公益規定性を

理由とする無効主張も多いが、この主張が認めら

れた例もほとんど存在しない。さらに、②貸金業

法・利息制限法の公益規定性から公序良俗違反を

導き、あるいは単に公序良俗違反無効のみが主張

される場合も多いが、これを認めた例もまた、ほ

とんど存在しない。

こうした状況下において、従来の一般的理解に

よれば、絶対無効の強力な効果が導かれるところ

の弁護士法72条違反は、和解契約の効力を否定で

きる最も確実な方法であり、その結果、和解によ

り決着した債務整理を再び掘り起こすターゲ、ツト

として浮上したのが、＠事件・＠事件のような、

認定司法書士が締結した裁判外の和解であった。
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(B）士業法違反の行為の私法よの効力

tゴ、が、同ビ公益規定でありながら、貸金業法・

利息制限法違反の行為については、＠事件・＠事

件で名古屋高等裁判所金沢支部が弁護士法72条違

反について採用したような公益規定違反無効説は

とられていなしh 他方、＠事件で最高裁判所が採

用した原則有効説（「公序良俗違反の性質を帯び

るに至るような特段の事情」のない限り有効説）

は、司法書士法違反の和解契約の効力に関する判

例（注 5）の立場を、弁護士法72条lこも推し及ほ

したものであった。それゆえ、ここでは、すべて

の士業法、さらには「取締規定と効力規定Jの一

般論点との関係で、整合性のとれた弁護士法72条

の解釈が求められる。

(C）本人契約と代理人契約

以上のほか、＠事件に関しては、本件和解契約

は、あくまでも本人Aが行った契約であり、司法

書士Zは使者にすぎないとみるか（第 l審判決）、

司法書士Zが代理人として行ったとみるか（控訴

審・上告審判決）の認定問題が存在したc

E司法書士が使者として本人の和解契約に助力す

ることは、すべての司法書士が行うことのできる

書類作成業務や相談業務（司法書士法3条 l項4

号・ 5号）を通じた本人訴訟支援と同様のもので、

過去の裁判例の中にも、司法書士の作成した和解

警による裁判外の和解を、本人契約と認定した例

がある（注6）。

しかし、その一方で、本人訴訟あるいは本人に

よる和解契約が、実質的に司法書士が当事者本人

を代理して行ったものと同視できる場合には無効

である旨を判示した裁判例もあり（注7)、本人

自身による行為か司法書士による代理行為かの判

断・認定は、実際問題として極めて微妙である。

(3）本連載次回・次々回の予定

＠事件・＠事件で裁判所の判断が変転した理由

も、前記（2XAXBXC）の諸点に関する評価・判断の困

難性に直面したためと考えられる。

そこで、本連載では、次回（llO号）において

①債務整理の和解を覆す種々の手法につき、次々

回（lll号）において②弁護士法72条違反その他

士業法違反の行為の私法上の効力と③本人の行

[ Citizen & Law No.109 / 2018.2 

為・代理人の行為の識別問題につき、順次検討を

加えてい〈ととにしたい（注8）。

（注 1) 〔前稿〕七戸克彦「判批」現代消費者法36

号（平成29年） 97頁。〔＠事件〕名古屋高金

沢支判平27・11・25判時2310号90頁、本連

載（2)（本誌次号）〈表 1②） [435）判決。〔＠

事件〕最一小判平29・7・24判時2351号3頁、

裁時1680すl頁・金商1523号8頁・本誌107

号72頁・金高1527号24頁・登記情報673号82

貰（民集登載予定）、本連載（2)（表 1②） [485] 

判決。

（注 2) なお、〈表 1) （表 2）掲記の裁判例のうち、

判例データベース（①裁判所ウエブサイト、

TKC (LEX/DB）、③LLI（判例j秘書）、

在ノlW estlaw Japan、⑤ Dl叩Law.com （判例

体系）の 5種類を使用した）収録判例に関

しては、事件番号のみを掲記する。

（注 3) 学説・判例の詳細については、さしあたり、

日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護士

法〔第4版〕』（弘文堂、平成19年） 627頁以

下参照。

（注 4) 一方、学説では、日本弁護士連合会調査

室編著・前掲（注3)631頁以下が、①訴訟

行為と同様、無効説（公益規定違反無効説）

をとる。

（注 5) 最三小判昭46・4・20民集25巻3号290頁。

（注 6) 東京地割l平26・1・22平25（ワ）1395、本連

載（2)（表 1②） [265）判決。

（注 7) 富山地判平25・9・10判時2206号111頁・

金法1996号131頁・本誌86号66頁、大阪高判

平26・5・29民集70巻 5号1380頁（和歌!I!

訴訟控訴審判決）。

（注 8) なお、＠事件に関する前掲（注 1）金商

1527号24頁「CommentJおよび登記情報673

号82頁「解説J（同文）は、本文に掲げた論

点のうち、もっぱら（B）弁護士法72条違反の

問題を論じているが、筆者は、＠事件・＠

事件の本質部分は、（A）債務整理の和解の覆

滅の可否にあると考えている。
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〈表 1①〉 債務整理の和解の効力が争われた事案：①平成25年以前

（白豆亘：債務者勝訴、盛藍盟債務者敗訴）

判決月日・出典 和解契約者 裁判所の判断

［平成14年］

j東京地学j平14・
l 2 J I 

｜平13（ワ）26

［平成15年］

r 江東京地判平15・4・24
[ 3] ;: 
. ~＇平14(ワ）21244

東京地判平15・6・
l 4 l I; 

平13（ヮ）28161

東京地判平15・
ls J I; 

平14（ワ）12682

弁護士

本人

弁護士

金銭消費貸借の民法90条違反無効（肯定）→和解契約の

民法90条違反無効（肯定）

弁護士への委任契約の錯誤無効（肯定）→和解契約の無

権代理（肯定）

金銭消費貸借の民法90条違反無効（杏定）→和解契約の

虚偽表示無効（肯定）

弁護士への委任契約の錯誤無効（肯定）→和解契約の無

権代理（肯定）

i東京地判平15・12・15
[ 7] ,~ 

1平14（ワ）26701

｛平成16年｝

r r 警 東京地判平16・1・
[ 8ト：：：‘L a ユJL14(ワ）22173

東京地判平16・3・r 9 l I 
平田ヮ）2238θ

本 人

弁護士

本人

l
 

n
U
 

1ょ，E
E
邑 本 人

弁護士への委任契約の錯誤無効（肯定）→和解契約の無

権代理（肯定）

和解契約の出資法違反・公序良俗違反無効（宵定）

和解契約の不該当（肯定）

[121 I 東京地判平16・9・29 本 人 和解契約の対象外（肯定）
平lぽレ）58（控訴審）

(13J I 東尽地判平16・11・12 弁護士
弁護士への委任契約の錯誤無効（肯定）→和解契約の無

平16（ワ）8670 権代理（肯定〉

(14J I 東京地判平16・11・19 本 人 和解契約の①対象外（肯定）、 CT錯誤無効（判断せず）
平15（ワ）8467・平15（ワ）28205

r1s1 I 東京地判平16・11・29 弁護士

弁護士による和解契約の錯誤無効（肯定）→不当利得返

消費者法ニュース62号63頁
還請求（肯定。和解を行った弁護士自身による請求も

信義則に反しない）

東京地判平17・3・30
、子161ワ）9126

名古屋地判平17・5・24
[201 I、

消費者法ニュース64号92頁

弁護士

本 人
貸金業法13条違反の貸付の公序良俗違反無効（肯定）→

訴訟上の和解・裁判外の和解の公序良俗這反無効（肯定｝

輸品恥 Citizen & Law No.109 / 2018.2] 



[24] I 東京地判平17・10・27
平16（ワ）22796

[25] I 向日町街判平17・11・25
消費者法ニュース67号84貰

[26l I 東京地判平17・12・2
平16（ワ）23936

市民と法 No.109

弁護士

本人

弁護士

和解契約の①不成立（肯定）、②民法的条違反無効（判

断せず）

弁護士への委任契約の錯誤無効（否定）→和解契約の①

対象外（肯定）、②錯誤無効（判断せず）

和解契約の利息制限法違反＝信義則違反無効（肯定）

弁護士への委任契約の錯誤無効（肯定）→和解契約の無

権代理（肯定）

[27l I佐世保筒判平17・12・6 認－｛疋二11］法書士和解契約の詐欺取消し（肯定）
消費者法ニュース68-2号159頁

[2s1 I ！東平京16（地ワ）2判2平79~7・12・22 本人 ｜和解契約の不成立（肯定）

［平成18年］

東京地判平18・1・30 弁護士への委任契約の錯誤無効（肯定）→和解契約の無

平16(ワ）26828 権代理（肯定）

[31l I 東京地判平18・2・23
平16(ワ）27584

弁護士 和解契約の利息制限法違反無効（肯定）

[32] I 東京地判平18・2・24 本人
和解契約の①不成立（否定）、 Cb錯誤無効（肯定）、③

平16（ワ）21556 強迫取消し（判断せず）

[33l I 東京地判平18・3・16 弁護士
弁護士への委任契約の錯誤無効（肯定）→和解契約の無

平16（ワ）25794 権代理（肯定）

東京地判平18・4・27
弁護士

弁護士への委任契約の錯誤無効（肯定）→和解契約の無

[35l I 子17（ワ）10913・平18（ワ)1671 権代理（肯定）

[36l I 東京地判平18・4・ 28 弁護士
弁護士への委任契約の錯誤無効（肯定）→和解契約の無

平17（ワ)16201 権代理（肯定）

[37l I 和歌山地新宮支判平18・5・25
消費者法二ユース69号103頁

本人 民事調停法17条決定の錯誤無効（肯定）

[3sl I 沖縄簡判平18・6・27
消費者法二ユース70号93頁

i認定司法書士！民事調停法17条決定の対象外（肯定）
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東京地判平19・10・29
[4sl I 

平18（ワ)12228

大阪簡判平19・11・14
[491 I 

消費者法ニュース75号87頁

［平成20年］

東京地判平20・10・21
平20（ヮ）5394

l長野地判平20・11・19
[60] I 

｜消費者法ニュース79号103頁

［平成21年］

韓弘恥伽

市民と法 No.109

弁護士

本人

和解契約の不成立（肯定）

和解契約の利息制限法超過部分の無効（肯定）、貸金業

者の錯誤無効（否定）
議機滋滋綴織機桜祭器為総辞持滋潟計＼

条決定のCD銭欝無効〈苔
定）

和解契約の①不成立（否定）、②心裡留保無効（否定）、

③利息制限法違反・公序良俗違反無効（再定）

の本
弁護士への委任契約の無効（判断せず）→和解契約の①

利息制限法違反無効（判断せず）、②錯誤無効（判断せず）

弁護士 ｜和解契約の公序良俗違反無効（肯定）

Citizen & Law No.109 / 2018.2] 



高松高判平21・9・10

[77] I消費者法ニュース87号49頁

（控訴審）

東京高半u平21・11・26
[78] ／判タ1329号254頁 消 費 者 法

ニュース82号85頁（差戻控訴審）

東京簡判平21・11・26
[791 I 

平21付17518

｜東京地判平21・12・9
[soJ I 

｜平21（ヮ）12021

1平成22年］

[ Citizen & Law No.109 / 2018.2 
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本人

弁護士

弁護士

本人

民事調停法17条決定の錯誤無効（肯定）

和解契約の対象外（判断せず）→不当利得返還請求（肯

定。貸金業法17条・ 18条所定の書面の記載要件不充足）

和解契約の錯誤無効（肯定）

和解契約のCI:利息制限法違反無効（否定）、②公序良俗

違反無効（肯定）

__.....j剥
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[871 I 三次簡判平23・4・25
消費者法ニュース89号71頁

本 人 ｜和解契約の錯誤無効（肯定）

[ssl I 伊万里簡判平23・4・ 28 
消費者法ニュース90号84頁

本 人 ｜和解契約の錯誤無効（肯定）

長野筒判平23・5・16
本 人 ｜民事調停法17条決定の錯誤無効（肯定）

消費者法ニュース88号162頁

踊臨恥 Citizen & Law No.109 / 2018.2] 



大阪高判平24・2・10
消費者法ニュース92号131頁
（控訴審）

大阪地堺支判平24・2・ 15 
平221ワ）727

n211 I 東京地判平24・3・16
平23（ワ)16530

c1221 I 東京地判平24・3・21
平23（ワ)18941

c123J I 東京地判平24・3・23
平22（ワ）30665

f Citizen & Law No.109 / 2018.2 
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本人

本人

本人

和解契約の対象外（肯定）→不当利得返還請求（肯定。

信義則違反・権利濫用の主張排斥）

和解契約の①公序良俗違民無効、②錯誤無効、③詐欺

取消し（（］；肯定、①③判断せず）

i和解契約の不存在（肯定）

和解契約の対象外（肯定）

和解契約の①利息制限法違反無効（判断せず）、②錯誤

無効（肯定）

d 品副



[141J I 東京地判平24・5・17
平23（ワ）26627

東京地判平24・5・18
[142J I 平24（叫155（控訴審）

東京地判平24・5・22
[1431 I 平23（川1173（控訴審）

[1441 I 東京地判平24・5・29
平23（ワ）32254

緬』』
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本人

本人

本人

本人

和解契約の①公序良俗違反無効（判断せず）、~錯誤無

効（肯定）

和解契約の①対象外（否定）、②錯誤無効（肯定）

和解契約の①不該当（肯定）、②利息制限法違反無効

（判断せず）、③錯誤無効（判断せず）

和解契約の①詐欺取消し（判断せず）、②錯誤無効（肯

定）

調停合意の①対象外（否定）、②錯誤無効（肯定）
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司

J

S

7

・

円

i

1

1

ム

1
i

本人

和解契約の①対象外、②利息制限法・公序良俗違反無効、

③錯誤無効、④詐欺取消し、⑤信義則違反（①肯定、

④③④⑤否定）

民事調停法17条決定の①対象外（肯定）、②錯誤無効

（肯定）
本人

弁護士
和解契約の①対象外（肯定）、②錯誤無効（否定）、③

詐欺取消し（否定）
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東京地判平25・1・23
[2001 I 平24（ワ)14123

堺簡判平25・1・23
[2011 I 消費者法ニュース95号295頁

[2021 I 東京地判平25・2・21
平24（ワ）11346

小林筒判平25・5・28
消費者法ニュース97号315頁

福凋高宮崎支判平25・5・29
消費者法ニュース97号318頁
（控訴審）
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本人
和解契約の①錯誤無効（肯定）、②公序良俗違反無効

（判断せず）

本人 和解契約の詐欺取消し（肯定）

弁護士
弁護士への委任契約の錯誤無効（肯定）→和解契約の無

権代理（肯定〉

本人

本人 ｜民事調停法17条決定の対象外（肯定）

_...a 



｜東京地判平25・8・ 19 
[227] 平24（ワ）36927

山口地岩国支判平25・9・9
c22s1 I 消費者法ニュース98号243頁

東京地判平25・9・10
c229J I 平25（ワ）3729

宮崎地判平25・9・11
【2301I 消費者法ニュース99号263頁

属品馳恥←
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本 人

本人

本 人

本人

和解契約の①錯誤無効（肯定。擬制自白）、②消費者契

約法4条 1項l号取消し（判断せず）

｜和解契約の錯誤無効（肯定）

｜調停合意の錯誤無効（肯定）

｜和解契約の錯誤無効（肯定）

｜和解契約の不該当（肯定）

Citizen & Law No.109 / 2018.2 ] 



市民と法 No.109

和解契約の①不該当（肯定）、 (l錯誤無効、③公序良俗

違反無効（喧②判断せず）

東京地判平25・11・12
(25ol I 平24（ワ）22105 本人 ｜和解契約の不成立（一部成立・一部不成立）

大分地判平25・11・19
(2511 I 消費者法ニュース98号250頁 本人 ｜民事調停法17条決定の錯誤無効（肯定）

l l I 東京地判平25・11・20
252 平24（ワ）25299 本人 ｜和解契約の錯誤無効（肯定）
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